
こども未来課（育休代替_保育教諭）１名募集 
○勤務条件等概要（2026.5.19 現在） 

（1）身  分 フルタイム会計年度任用職員 
※地方公務員法の服務等が適用されます。 

（2）任 期 等 令和８年８月１日から令和９年３月 31 日まで 
※任期の始め 1 か月間は条件付採用期間です。 
※育児休業者の代替のため、育休復帰までが任期となります。 

（3）職  種 保育教諭 

（4）勤務場所 町立きたごうこども園 

（5）勤務日等 月曜日から土曜日の間の週５日 シフトあり 
７時 00 分から 19 時 00 分の間の１日７時間 45 分、休憩 45 分 

（6）仕事内容 在園児（０歳児クラス）の保育全般、在園園児や子育て支援事業に参加する
保護者からの育児相談対応 等 

（7）資格・経験等 保育士免許・幼稚園教諭免許 

（8）給 料 等 月額 216,500 円（時間給 1,396 円）（当月 21 日支払い） 
格付：１-１-15 

 ◇地域手当 月額×５％ 

◇期末勤勉手当支給表 

年間 4.65 月支給 

基準日 支給日 支給額 

６月１日 ６月 30 日 期末：基準日前６か月の月額の平均×1.2625 月×期間率 
勤勉：基準日前６か月の月額の平均×1.0625 月×期間率 

12 月１日 12 月 10 日 期末：基準日前６か月の月額の平均×1.2625 月×期間率 
勤勉：基準日前６か月の月額の平均×1.0625 月×期間率 

 ※週 15 時間 30 分未満の勤務の場合は、支給がありません。 
※基準日に在職期間が２か月未満の場合は支給がありません。 
※基準日前６か月間の在職期間により、期間率が異なります。 

◇通勤手当支給表 
通勤方法等 月額 1 日当たりの単価 

交通機関利用者(バス・電車等) 運賃等相当額 
(150,000 円限度) 月額の 1／21 

自転車等の
交通用具 
利用者 
(自家用車・
バイク等) 

片道 2km 以上 3.5 ㎞未満 ２，８００円 １３３円 
片道 3.5 ㎞以上 5 ㎞未満 ４，０００円 １９０円 
片道 5.0 ㎞以上 7.5 ㎞未満 ５，９００円 ２８０円 
片道 7.5 ㎞以上 10 ㎞未満 ７，９００円 ３７６円 
片道 10 ㎞以上 12.5 ㎞未満 ９，９００円 ４７１円 
片道 12.5 ㎞以上 15 ㎞未満 １１，９００円 ５６６円 
片道 15 ㎞以上 17.5 ㎞未満 １３，８００円 ６５７円 
片道 17.5 ㎞以上 20 ㎞未満 １５，８００円 ７５２円 
片道 20 ㎞以上 25 ㎞未満 １９，７００円 ９３８円 
片道 25 ㎞以上 30 ㎞未満 ２３，７００円 １，１２８円 
片道 30 ㎞以上 ２６，１００円 １，２４２円 

上記の併用者 上記の合計（１５０，０００円限度） 

   ※通勤方法は、通勤届により確認する。 
 

裏面へ続く 
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(9) 有給休暇等 【有給】 
・年次有給休暇：付与日数＝週または年間の勤務日数による 

※次年度へ 20 日限度に繰越可能 
勤務日数

／週 
５日以上 ４日 ３日 ２日 １日 

勤務日数 
／年 

217 日以上 
169 日から
216 日まで 

121 日から
168 日まで 

73 日から
120 日まで 

48 日から
72 日まで 

６か月を超
１年以下 １０日 ７日 ５日 ３日 １日 

５か月を超
６か月以下 ７日 ５日 ４日 ２日 １日 

４か月を超
５か月以下 ５日 ３日 ２日 １日 １日 

３か月を超
４か月以下 ３日 ２日 １日 １日 ０日 

２か月を超
３か月以下 ２日 １日 １日 ０日 ０日 

１か月を超
２か月以下 １日 ０日 ０日 ０日 ０日 

★ ２０日 １６日 １２日 ８日 ４日 

★継続して再度任用された場合の（継続勤務期間の初日の属する年度から現年度 
までの年度数が１年度以上の場合）の付与日数 

 
・夏季休暇：付与日数＝週または年間の勤務日数による 

※６月～10 月の間で取得 

１週間の勤務日の日数 ５日以上 ４日 ３日 

１年間の勤務日の日数 217 日以上 
169 日から 
216 日まで 

121 日から 
168 日まで 

付与日数 ３日 ２日 １日 
 
・忌引休暇・病気休暇・公民権行使・産前産後・子の看護 等 
 
【無給】 
・ 介護休暇 ・介護時間 等 

(10) 社会保険等加入 雇用保険・労災または非常勤職員公務災害・健康保険（共済）・厚生年金 

(11) その他 ・自家用車で通勤し職員駐車場を利用する場合、駐車場代を月 600 円徴収 
 
・本業務へ従事するに当たっては、令和８年 12 月 25 日までに施行予定の学
校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等の
ための措置に関する法律（令和６年法律第 69 号。以下「こども性暴力防止
法」といいます。）に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯
罪事実確認が必要となります。 
 
・特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）は、こども
性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要が
あるため、採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めるこ
ととしています。このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書
等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。 

 


